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令和４年度 第１０回みなかみ町教育委員会（臨時会）議事録 
 

 １．招 集 年 月 日  令和５年３月１０日（金）
 ２．開 催 日 時  令和５年３月１６日（水） 午前１０時００分

 ３．開 催 場 所    みなかみ町中央公民館 ３階小会議室A
 ４．出 席 者 氏 名    田村義和・根津公安・登坂季子・利根川太郎

 ５．欠 席 者 の 氏 名    阿部剛
 ６．議 長 の 氏 名    みなかみ町教育長 田村義和

 ７．事 務 局 出 席 者    河合博市・丸山浩文・髙橋輝・吉田武春・長谷川基・林義信
            髙栁吉照

 ８．会議録署名委員  １番委員 根津公安教育長職務代理者
 ９．本日の会議に付議した議件

   日程第1 会期の決定及び会議録署名委員並びに書記の指名
   日程第2 報告第7号 みなかみ町教育委員会教育長職務代理者の指名について

   日程第3 報告第8号 みなかみ町立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する
             規則について

   日程第4 報告第9号  区域外就学について
   日程第5 議案第24号 令和4年度末教職員人事異動について

   日程第6 議案第25号 みなかみ町学校給食センター条例施行規則の一部を改正する
              規則について

   日程第7 議案第26号 みなかみ町適応指導教室規程の一部改正について
   日程第8 議案第27号 みなかみ町奨学金の認定について

 
 10．開会 午前10時00分

 
 日程第1、会期の決定及び会議録署名委員並びに書記の指名についてを議題とし、会期は
本日1日限りとすることで決定。会議録署名委員を1番根津教育長職務代理者、書記に河合

 博市学校教育課長を指名する。
 
 説明者の都合により日程を入れ替えて議事を進めることを承認し、日程第6、議案第25号
みなかみ町学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則についてを議題とし、事務

 局より説明を行う。
 

 （利根川委員）
  第12条の2、出生が早い者からとあるが双子の場合はどうなるのか。

 
 （事務局）

  出生の届け出順になる。
 

  議案第25号は異議無く原案どおり承認された。
 
 日程第2、報告第7号みなかみ町教育委員会教育長職務代理者の指名についてを議題とし、

 教育長より報告を行う。
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 ー 報告終了 ー
 
 日程第3、報告第8号みなかみ町立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則につ

 いてを議題とし、事務局より報告を行う。
 

 （利根川委員）
  卒業証書は「全課程をおえたことを」で良いのか確認願いたい。

 
 （教育長）

  様式は変わっていないので問題ない。今回の改正は割り印のみ。改めて確認はしておく。
 

 ー 報告終了 ー
 

  日程第4、報告第9号区域外就学についてを議題とし、事務局より報告を行う。
 

 （利根川委員）
  届け出にある沼田市立升形小学校は沼田東小学校の間違いではないか。

 
 （教育長）

  教育長名も誤りがあるので沼田市教育委員会に訂正を依頼する。
 

 ー 報告終了 ー
 
 日程第5、議案第24号令和4年度末教職員人事異動についてを議題とし、事務局より説明
を行う。人事案件のため、教育委員、学校教育課長、同次長、管理主事兼指導主事以外は退

 室を求める。
 

 ー 関係者以外退室 ー
 

 （根津教育長職務代理者）
  校長、教頭の管理職が同時に異動されるのはいかがか。支障はないのか。

 
 （教育長）

 できる限り避けるよう調整しているが、やむをえない場合もある。支障がでないよう配慮
 している。

 
 （利根川委員）

  管理職が1年で異動するのはいかがかと思う。配慮願いたい。
 

 （教育長）
  県にはつないでおく。 

 
  議案第24号は異議無く原案どおり承認された。ここで関係者の退室を解く。

 
 ー 退室者入室 ー
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 日程第7、議案第26号みなかみ町適応指導教室規程の一部改正についてを議題とし、事務
 局より説明を行う。

 
 （利根川委員）

 第2条に「学校復帰へ向けた指導及び援助」とあるが、現在、無理に学校へ行かなくても
 良いと言われているなかで、この文言が入っているのか。

 
 （事務局）

  入っている。
 

 （利根川委員）
  第6条の専任指導員は教育委員会が選任するようだが資格は必要か。

 
 （事務局）

  学識経験のある者としており、特に資格を求めていない。
 

 （利根川委員）
  利用者（生徒）は常に来室しているのか。不定期なのか。

 
 （指導主事）

 学校・本人・保護者で話し合い利用される日程を調整している。基本は利用日時が決まっ
 ている。

 
  議案第26号は異議無く原案どおり承認された。

 
 日程第8、議案第27号みなかみ町奨学金の認定についてを議題とし、事務局より説明を行

 う。
 

 ー 審査 ー
 
 議案第27号は審査のとおり2件が認定された。以上で、本日予定された議事はすべて議了

 したので、令和4年度第10回みなかみ町教育委員会を閉会する。
 

 11．閉会 午前10時54分


